
号

外�十四
令

和

七

年

四

月

一

日

目

次

人
事
委
員
会
規
則

○
委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

同

)

一

○
岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三
二

人
事
委
員
会
規
則

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

委
託
地
方
公
共
団
体
に
係
る
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委

員
会
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
岐
阜
県
地
方
競
馬
組
合
の
項
中｢

課
長｣

の
下
に｢

、
所
長｣

を
加
え
、
同
表
東
濃
西
部
広
域

行
政
事
務
組
合
の
項
中｢

、
東
濃
看
護
専
門
学
校
学
校
長
、
教
務
主
任
、
実
習
調
整
者｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
四
月
一
日



岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
４
(第
６
条
関
係
)

経
験
年
数
換
算
表

｢
｢

別
表
第
五
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣

別
表
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )２

そ
の
他
の
期
間

学
校
又
は
学
校
に
準
ず
る
教
育
機
関
に
お
け
る
在
学
期
間
(正

規
の
修
学
年
数
内
の
期
間
に
限
る
｡)

国
､
地
方
公
共
団
体
､
旧
公
共
企
業

体
､
政
府
関
係
機
関
､
外
国
政
府
又

は
民
間
に
お
け
る
企
業
体
､
団
体
等

の
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間

経
歴

そ
の
他
の
期
間

職
員
と
し
て
の
職
務
に

そ
の
経
験
が
直
接
役
立

つ
と
認
め
ら
れ
る
職
務

に
従
事
し
た
期
間

そ
の
他
の
期
間

職
員
と
し
て
の
職
務
に

そ
の
経
験
が
直
接
役
立

つ
と
認
め
ら
れ
る
職
務

に
従
事
し
た
期
間
(常

時
勤
務
に
服
す
る
者
と

し
て
職
務
に
従
事
し
た

期
間
又
は
こ
れ
に
準
ず

る
期
間
に
限
る
｡)

２
５

１
０
０
以
下
(部
内
の
他
の

職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失

す
る
場
合
及
び
教
育
職
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に

適
用
す
る
場
合
は
､
５
０

１
０
０

以
下
)

１
０
０

１
０
０
以
下

１
０
０

１
０
０
以
下

１
０
０

１
０
０
以
下

１
０
０

１
０
０

換
算
率

―
３
年

―
１
年

＋
１
年

＋
１
年

＋
２
年

＋
３
年

＋
４
年

＋
５
年

＋
６
年

＋
６
年

＋
６
年

＋
９
年

高
校
卒

(12年
)

＋
２
年

＋
３
年

＋
４
年

＋
４
年

＋
５
年

＋
６
年

＋
７
年

＋
８
年

＋
９
年

＋
９
年

＋
９
年

＋
12年

中
学
卒

(９
年
)

―
３
年

―
１
年

＋
１
年

＋
１
年

＋
２
年

＋
３
年

＋
４
年

＋
５
年

＋
６
年

＋
６
年

＋
６
年

＋
９
年

高
校
卒

(12年
)



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )４



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )６



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )８



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )10



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )12



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )14



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )16



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )18



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �19



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )20



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �21



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )22



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �23



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )24



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �25



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )26



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �27



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )28



( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �29



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )30



附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

令
和
七
年
四
月
一
日(

以
下｢

切
替
日｣

と
い
う
。)

に
昇
格
又
は
降
格(

以
下｢

昇
格
等｣

と

い
う
。)
し
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
昇
格
等
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
そ
の
者
が
切
替
日
に

受
け
る
こ
と
と
な
る
号
給
を
切
替
日
の
前
日
に
受
け
て
い
た
も
の
と
み
な
し
て
岐
阜
県
職
員
初
任
給
、

昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
第
二
十
二
条
又
は
第
二
十
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
知
事
の
部
本
庁
の
項
六
級
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
知
事
の
部
本
庁
の
項
七
級
の
欄
中｢､

岐
阜
地
域
環
境
室
長
｣

を
削
り
、
同
項
八

級
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
知
事
の
部
美
術
館
の
項
か
ら
文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
部
子

ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
の
項
五
級
の
欄
及
び
六
級
の
欄
中｢､

中
濃
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
｣

を
削
り
、

同
部
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
部
わ
か
あ
ゆ
学
園
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
知
事
の
部
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
部
情
報
科
学
芸
術
大
学
院

大
学
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
知
事
の
部
旅
券
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �31

女
性
相
談
支
援

副
局
長
､
出
納
事
務
局
長
､
岐
阜
地
域
総
括
監
､
岐
阜
地
域
危
機
管
理
監
､
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク

推
進
事
務
局
長
､
土
木
技
監
又
は
参
事
の
職
務

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
､
岐
阜
地
域
環
境
室
長
､
岐
阜
地
域
産
業
労
働
室
長
､
室
長
､
管
理
調

整
監
､
企
画
監
等
又
は
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
事
務
局
次
長
の
職
務

所
長
の
職

務
困
難
な
業

務
を
行
う

所
長
の
職

文
化
財
保
護
セ

高
山
陣
屋
管
理
事
務
所 博
物
館 図
書
館 現
代
陶
芸
美
術
館 美
術
館 産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

課
長
(総

務
課
長
を

除
く
｡
)

困
難
な
業

務
を
行
う

課
長
(総

所
長
又
は

課
長
(総

務
課
長
に

所
長
の
職

務 部
長
の
職

務 課
長
の
職

務 部
長
の
職

務 副
館
長

(
総
務
部

長
を
兼
ね

る
も
の
を

除
く
｡)､

部
長
又
は

課
長
の
職

務 副
所
長
又

は
課
長
の

職
務

困
難
な
業

務
を
行
う

所
長
の
職

困
難
な
業

務
を
行
う

所
長
の
職

務 困
難
な
業

務
を
行
う

副
所
長
の

職
務

務

副
館
長
の

職
務

副
館
長
の

職
務

副
館
長
の

職
務

副
館
長

(
総
務
部

長
を
兼
ね

る
も
の
に

限
る
｡)

の
職
務

館
長
の
職

務 館
長
の
職

務



別
表
第
一
イ
の
表
知
事
の
部
農
業
大
学
校
の
項
五
級
の
欄
中｢総

務
課
長
を
除
く
｣

を｢教
務
課
長

に
限
る
｣

に
改
め
、
同
項
六
級
の
欄
中｢総

務
課
長
に
限
る
｣

を｢教
務
課
長
を
除
く
｣

に
改
め
、
同

部
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
五
級
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
知
事
の
部
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
六
級
の
欄
中｢又

は
総
務
課
長
｣

を｢､
総
務

課
長
又
は
保
健
衛
生
課
長
(中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
の
保
健
衛
生
課
長
に
限
る
｡)
｣

に
改
め
、
同
部

土
木
事
務
所
の
項
五
級
の
欄
中｢道

路
調
整
監
(下
呂
土
木
事
務
所
の
道
路
調
整
監
に
限
る
｡)
の
職

務
｣

を
削
り
、
同
項
六
級
の
欄
中｢(下

呂
土
木
事
務
所
の
道
路
調
整
監
を
除
く
｡)｣

を
削
り
、
同
表

教
育
委
員
会
の
部
国
際
園
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
の
項
五
級
の
欄
中｢課

長
｣

を｢課
長
(総
務
課
長
を
除
く
｡)
｣

に
改
め
、
同
項
六
級
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
イ
の
表
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

こ
の
表
中
｢企
画
監
等
｣
と
は
､
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
(平
成
18年
岐
阜
県
規
則
第
46号
)

第
26条
第
１
項
の
表
職
の
欄
に
掲
げ
る
職
(副
検
査
監
を
除
く
｡)
を
い
う
｡

｢
｢

別
表
第
一
ニ
の
表
中

を

に

｣
｣

改
め
る
。

｢
｢

別
表
第
一
ホ
の
表
中

を

に

｣
｣

改
め
る
。

別
表
第
一
チ
の
表
知
事
の
部
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
五
級
の
欄
中

｢東
濃
家
畜
保
健
衛
生
所
｣

を

｢中
濃
家
畜
保
健
衛
生
所
｣

に
改
め
、
同
項
六
級
の
欄
中｢連

携
推
進
鑑
｣

を｢連
携
推
進
監
｣

に
、

｢東
濃
家
畜
保
健
衛
生
所
｣

を｢中
濃
家
畜
保
健
衛
生
所
｣

に
改
め
、
同
項
七
級
の
欄
中｢連

携
推
進

鑑
｣

を｢連
携
推
進
監
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
ニ
の
表
中｢栄

養
教
諭
｣

を｢栄
養
教
諭
(任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
に
限
る
｡
)

講
師
(任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
に
限
る
｡
)

｣

に
、｢講

師
｣

を｢栄
養
教
諭
(任
用
の
期
限
を
付
し
た
も
の
に
限
る
｡
)

講
師
(任
用
の
期
限
を
付
し
た
も
の
に
限
る
｡
)

｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
ホ
の
表
中｢栄

養
教
諭
｣

を｢栄
養
教
諭
(任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
に
限
る
｡
)

講
師
(任
用
の
期
限
を
付
さ
な
い
も
の
に
限
る
｡
)

｣

に
、 ｢講

師

助
教
諭

養
護
助
教
諭
｣

を ｢助
教
諭

養
護
助
教
諭

栄
養
教
諭
(任
用
の
期
限
を
付
し
た
も
の
に
限
る
｡
)

講
師
(任
用
の
期
限
を
付
し
た
も
の
に
限
る
｡
)

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知
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課
長
(総
務
課
長
に
限
る
｡)
の
職
務

保
健
衛
生
課
長
(東
濃
家
畜
保
健
衛
生
所
の
保
健
衛
生
課
長
に
限
る
｡)
の
職
務

ン
タ
ー

の
職
務高
度
の
知
識
経
験

を
必
要
と
す
る
業

務
を
行
う
寄
宿
舎

指
導
員
又
は
講
師

(任
用
の
期
限
を

付
さ
な
い
も
の
に

限
る
｡)
の
職
務

２
級 務
課
長
を

除
く
｡
)

の
職
務

限
る
｡
)

の
職
務

栄
養
教
諭
(任
用

の
期
限
を
付
し
た

も
の
に
限
る
｡)

の
職
務 １
級

務

高
度
の
知
識
経
験

を
必
要
と
す
る
業

務
を
行
う
寄
宿
舎

指
導
員
又
は
講
師

(任
用
の
期
限
を

付
さ
な
い
も
の
に

限
る
｡)
の
職
務

２
級

講
師
(任
用
の
期

限
を
付
さ
な
い
も

の
に
限
る
｡)
の

職
務

２
級

栄
養
教
諭
(任
用

の
期
限
を
付
し
た

も
の
に
限
る
｡)

の
職
務 １
級

講
師
(任
用
の
期

限
を
付
さ
な
い
も

の
に
限
る
｡)
の

職
務

２
級



岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

岐
阜
県
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
人
事

委
員
会
規
則
第
一
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
条
例
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
公
益
的
法
人
等
の
項
中｢

岐
阜
県
土
地
改
良
事

業
団
体
連
合
会｣

を｢

岐
阜
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会

地
方
税
共
同
機
構

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �33
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令
和
七
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


